
令和２年度第２回鎌ケ谷市青少年センター運営協議会会議録 

 

日 時  令和２年１１月５日（木） 午後２時～午後３時 

 

場 所  鎌ケ谷市役所 地下団体研修室 

 

出席者  代﨑 晶子委員、羽場 秀樹委員、相川 慶彦委員、松尾 博委員、 

秋元 明委員、川口 洋人委員、岡田 千波委員、皆川 隆委員、 

岡崎 幸司委員 計９名 

 

欠席者  佐久間 美穂委員、太田 規子委員、満田 和樹委員、横井 道男委員 

徳永 敬委員、田邊 政人委員 計６名 

 

事務局  松本鎌ケ谷市青少年センター所長、小池所長補佐、風野副主幹、吉田、 

千葉 

 

傍聴者  無し 

 

【会 議 次 第】 

 

 

１ 開会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 会議録署名人の選任 

 

４ 議題 

  議案第１号 令和３年度鎌ケ谷市青少年センター活動方針（案）について 

  報告第１号 令和２年４月～１０月までの補導状況等について 

報告第２号 令和２年１１月以降の青少年センター等の活動予定について 

 

５ 閉会 

 

 

 

 



 

事務局 ただ今より、令和２年度第２回鎌ケ谷市青少年センター運営協議会を開会さ

せていただきます。 

    初めに、相川会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

会 長 あと１か月ちょっとすると学校関係では、冬休みや年末年始を迎えます。ま

た、防犯の観点からすると非常に懸念される点も見受けられると思います。忌

憚のない意見をいただき、情報共有をして子供たちの見守り体制を再構築して

いきたいと思います。 

     

事務局 それでは、これ以降は会長に議長をお願いいたします。 

 

議 長 本日の出席委員は、９名であります、定足数に達しておりますので本日の会

議は、成立していることを報告いたします。 

     

はじめに、会議録署名人の任命をさせていただきます。 

会議録署名人には、名簿順で秋元委員、川口委員よろしくお願いいたします。

それでは、議事に入らせていただきます。本日の議題は議案１件、報告２件で

あります。 

まず、議案第１号「令和３年度鎌ケ谷市青少年センター活動方針（案）につ

いて」事務局から説明をお願いします。 

 

事務局 資料を基に説明 

 

議 長 ありがとうございました。ただいまの説明について、ご質問等ございますで

しょうか。 

 

    質問意見等なし 

     

議 長 議案第１号「令和３年度鎌ケ谷市青少年センター活動方針（案）について」 

は承認することに異議はございませんでしょうか。 

 

    異議なしの声あり 

 

議 長 議案第１号「令和３年度鎌ケ谷市青少年センター活動方針（案）について」 

は承認することに決しました。 

 なお、本議案については、教育委員会の定例会に上程いたしますのでご了承 

ください。 



 次に、報告第１号「令和２年４月から令和２年１０月までの補導状況等につ 

いて」を議題といたします。 

 事務局より説明願います。 

 

事務局 資料を基に説明 

 

議 長 ただいまの説明について、ご質問等ございませんか。 

 

    質問意見等なし 

 

議 長 なければ、報告第１号「令和２年４月から令和２年１０月までの補導状況等

について」は、報告事項ですので、ご了承願います。 

    次に、報告第２号「令和２年１１月以降の青少年センター等の活動予定につ

いて」を議題といたします。 

    事務局より説明願います。 

 

事務局 資料を基に説明 

 

議 長 ただいまの説明について、ご質問等ございませんか。 

 

    質問意見等なし 

 

議 長 なければ、報告第２号「令和２年１１月以降の青少年センター等の活動予定

について」は、報告事項ですのでご了承願います。以上で、本日の案件は全て

終了いたしましたので、事務局にお返しいたします。ご協力ありがとうござい

ました。 

 

事務局  ありがとうございました。 

     以上を持ちまして、令和２年度第２回鎌ケ谷市青少年センター運営協議会

を閉会させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 ２年１２月 ７日 

 

会議録署名人 

 

 

                       秋元 明          

 

 

                       川口 洋人         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


